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１ 経緯・背景
製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書
（公正取引委員会）（令和元年６月公表）

公正取引委員会 より抜粋：HP 2

調査の経緯・趣旨

事業活動における知的財産保護の重要
性が高まっているところ，有識者から
「優越的な地位にある事業者が製造業
者からノウハウや知的財産権を不当に
吸い上げている」との指摘(※)があった
ことを踏まえ実態調査を開始

調査の実施（平成30年10月～）

ノウハウ・知的財産権に関する事例
収集を目的として
・製造業者30,000社に書面調査
（中小企業26,300社，大企業3,700社）

・製造業者，事業者団体，有識者に
合計122件のヒアリング調査

多様な事例報告

書面調査に対し，

15,875社から回答（52.9％）

726件の個別事例報告（641社）
※ただし，報告された事例の大半で取引先の名称は記
載されなかった。また，報告された事例の中には，
「顧客リストを提出させられる」など，製造業者の技
術に関するもの以外の事例も含まれていた

調査結果
書面調査，ヒアリング調査の結果，
・ノウハウの開示を強要される
・名ばかりの共同研究を強いられる
・特許出願に干渉される
・知的財産権の無償譲渡を強要される
等のこれまであまり知られてこなかっ
た多数の事例が報告された。
また，大企業や，中小企業の中でもベ
ンチャー企業からの報告も寄せられた

製造業者が研究開発等の末に獲得し
たノウハウや知的財産権は，当該製
造業者の競争力の源泉となるもので
あり，優越的な地位にある取引先に
秘匿しておきたいノウハウを意に反
して開示させられたり，苦労して取
得した知的財産権を意に反して無償
譲渡等させられたりするのでは，我
が国における企業の知的財産戦略自
体が成り立たなくなるおそれ

評価 公正取引委員会の対応（報告書第６の２）

調査結果を踏まえ，公正取引委員会
では，以下の対応を行う
① 経済産業省・特許庁と連携し，製
造業全体に参考事例集を含めた調
査結果の周知

② 引き続き優越的地位の濫用行為等
の情報収集に努めるとともに，違
反行為には厳正に対処（下請法違
反行為については，中小企業庁と
連携して厳正に対処）

※第210回独占禁止懇話会(平成30年6月19日開催)における会員発言など

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/jun/190614.html

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/jun/190614.html


１ 経緯・背景
製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に
関する実態調査報告書 参考事例集の内容（公正取引委員会）（令和元年６月公表）
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注： なお，優越的地位の濫用規制の観点から問題があると評価されるのは，これらの行為が「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して，正常な商慣習に
照らして不当に」（独占禁止法第２条第９項第５号）行われて製造業者に不利益を与えた場合である。

05 名ばかりの共同研究
実例５

ほとんど自社で研究するの
に，成果は取引先だけに無
償で帰属するという名ばか
りの共同研究開発契約を押
し付けられる

06 出願に干渉
実例６

取引と関係のない自社だけ
で生み出した発明等を出願
する場合でも，内容を事前
報告させられ，修正指示に
応じさせられる

07 知財の無償譲渡等
実例７
特許権の1/2を無償譲渡さ
せられる

実例８
一方的に無償ライセンスさ
せられる

全３０事例を掲載

01 片務的なＮＤＡ
実例１

相手方の秘密は厳守する一
方，自社の秘密は守られな
いという片務的なＮＤＡ契
約を締結させられる

02 ﾉｳﾊｳの開示強要
実例２

，

営業秘密のレシピを「商品
カルテ」に記載させられた
挙げ句に模倣品を製造され
取引を停止される

04 技術指導等の強要
実例４

競合他社の工員に対して自
社の熟練工による技術指導
を無償で実施させられる

03 買いたたき
実例３

金型設計図面等込みの発注
になったにもかかわらず，
対価は従来どおりに据え置
かれる

※NDA Non-disclosure agreement（秘密保持契約）

このほか，今回の調査では，製
造業者から次のような声も寄せ
られました。

●今回の調査テーマは，当社のような
技術系ベンチャーにとって切実なもの
である（化学工業）

●日本の下請取引では，チャレンジするのは
中小企業，成果を受け取るのは大企業という
文化が根強く残っている（家具・装備品製造業）

●大手の取引先から契約書案を一方的に送り
つけられ，「文句を言っているのは貴社だ
け」などとそのままの文言での契約を強要さ
れる事が日常的に起きている（その他の製造業）

公正取引委員会 より抜粋：HP https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/jun/190614.html

実例４

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/jun/190614.html


１ 経緯・背景
経団連スタートアップ政策TFの提言（令和２年４月）

• 提言では、モデル契約書への期待に加えて、大企業やスタートアップを含めた
関係者に求める行動についても言及。

手引き・モデル契約書に求めること
 一般的に、スタートアップは大企業に比して、法務や知財に関するリテラシーに乏しい。本手引等は、
そうしたスタートアップにとって有益なものになると期待。

 大企業とスタートアップとの間で、法務・知財に係るリソースが圧倒的に異なることを前提として、交
渉時や契約締結時のポイント、モデル契約書における条項案や逐条解説を作成してほしい。

関係者に求める行動
 政府：スタートアップ、大企業の他、ベンチャーキャピタル（CVCを含む）、アクセラレーター、スタート
アップ系のメディア、スタートアップ支援に取り組む法律事務所等に対して本手引等を周知し、スタート
アップエコシステムにおける認知度を高め、広く普及に努めること。

 スタートアップ：本手引等の積極的な活用、法務・知財体制の強化。

 大企業：経営層のコミットのもとでスタートアップを協創パートナーとして位置付け、法務・知財部
門を含め、スタートアップの特性に応じた柔軟・迅速な対応・判断ができる社内体制を構築すること。

【経団連提言概要】

4• 経団連HPより抜粋 https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/032.html

https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/032.html


5（出典）首相官邸ホームページより

第37回会議（令和2年4月3日）において安倍総理から、「企業連携によるイノベーショ
ンを成功させるため、スタートアップ企業が大企業から一方的な契約上の取決めを、求
められたりしないよう、問題事例とその具体的改善の方向や独占禁止法の考え方を整理
した、ガイドラインを作成します」との方針が示された。

同会議にて公正取引委員会から、「調査結果も踏まえて、独占禁止法上の考え方を整理
し、ガイドラインを策定する。その際、必要な情報を共有し、それぞれの役割を果たす
ために、経済産業省等の関係省庁と連携しつつ、対応を行う」との計画が示された。

１ 経緯・背景
未来投資会議からの要請

• 未来投資会議HPより抜粋： http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/index.html



１ 経緯・背景
知的財産推進計画２０２０

本モデル契約書について

全体としてのポイント

価値デザイン社会 (2018年 知財戦略ビジョン)

Society5.0 （2016年 第5期科学技術基本計画)

多様な個性が能力を発揮しながら(脱平均)、様々な新
しい価値を創出して発信し(融合)、共感を得る社会

サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させた
システムにより経済発展と社会的課題の解決を両立

上記を指針に、推進計画を検討

新型コロナ以前：目指す社会像(指針)

新型コロナ
リモート化
テレワーク、
ウェブ会議等

オンライン化
ショッピング等

協働・共創
自発的な特許
無償開放等

ポスト・コロナ
の知財戦略

デジタル化の加速

文化産業に対する支援
知財の保護と利用
のバランス

AI・データの利活用推進

各取組を実証実験と見立て、
左記指針の実現へ加速

行動変容
集会の制限等

現状と課題 ３．イノベーションエコシステムにおける戦略的な知財活用の推進
（６）オープンイノベーションに向けた知財マネジメントの推進
「オープンイノベーションを進める中で、大企業がベンチャー企業と連携する事例も増
加しており、ベンチャー企業が公正かつ自由に競争できる環境を確保することが重要」

具体的施策 「・ スタートアップ企業と大企業とのオープンイノベーションを促進するため、契約
の留意点をまとめた手引きと標準的なモデル契約書を作成、公表して、普及を図る。」
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２ スタートアップと大企業の連携における公正取引委員会・経済産業省・特許庁の取組
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• スタートアップと事業会社の連携についてあるべき契約モデ
ルを検討。

• 「中間報告」等によって明らかになったものづくり系スタート
アップの実態を踏まえ、オープンイノベーション促進のための
「モデル契約書ver1.0」を公表。取組

・オープンイノベーションの促進
・公正かつ自由な競争環境の確保

公正取引委員会

実態

スタートアップと大企業の連携における「取引や契約上の問題」の実態

●スタートアップ側のノウハウの流出 ●成果物の定義が不明瞭な検証作業を無償で実施し続けた
●知的財産権が全て大企業に帰属する ●広範囲に及ぶ競業禁止を求められた

【問題の一例】

経済産業省・特許庁

方針
企業連携によるイノベーションを成功させるため、

スタートアップ企業が大企業から一方的な契約上の取決めを求められたりしないよう、
問題事例とその具体的改善の方向や独占禁止法の考え方を整理したガイドラインを策定する。

未来投資会議（4月3日）での総理発言

目的

共同
発表

• 実態調査報告等を踏まえながら、必要に応じ改訂

• スタートアップの取引慣行に関する独占禁止法上の課
題について、実態を調査。

• アンケート調査で判明した「取引や契約上の問題」の実
態を明らかにする「中間報告」を公表。

• 更なるヒアリング調査を行い，独占禁止法上の評価等
を整理した「実態調査報告書」を取りまとめ。

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html特許庁 より抜粋：HP

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html


３ スタートアップの取引慣行に関する実態調査 中間報告（概要）
公正取引委員会
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• 自社の重要な資料（アルゴリズム含む）を取引先が他社に開示することがあった。
• 秘密保持期間が短い，スタートアップ側だけが秘密情報を開示するなど，大企業だけに一方的に有利な条項があった。

• 契約時に製造や販売に関して，不利益を被るような独占契約を結ぶように，何度もしつこく迫られた。
• ライセンスの無償提供を求められそうになっている。

• 主に自社のノウハウを用いて新たに生み出された発明等であっても，大企業に権利が帰属する条件になっている。
• 自社の技術が詰まった製品の製作を大企業に依頼したところ，その技術に関連する特許を無断で特許出願された。

• 当初契約していた範囲を超えて，追加の作業を求められ，実施したにもかかわらず，その追加の作業について，契約書が提示されず，最終的に
は対価も支払われなかった。

• PoC後の契約の締結をほのめかされ，無償でPoCを行っていたにもかかわらず，その後の契約を結んでもらえなかった。

納得できない行為の具体的な内容

１：NDA（秘密保持）契約

２：PoC（技術検証）契約

３：共同研究契約

４：ライセンス契約

公正取引委員会 より抜粋：HP https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/jun/200630.html

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/jun/200630.html


４ オープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver1.0

特許庁 9

• オープンイノベーションの阻害要因の一つとして、大企業等の事業会社と共同研究開発等を行う、ス
タートアップの技術取引契約における法務面の理解不足が挙げられる。

• 本契約書は、契約交渉で論点となるポイントを明確にしつつ、公取のスタートアップ実態調査の中間
報告で明らかになった問題事例に対する具体的な対応策を示したもの。

契約種別 問題事例 モデル契約書の解決提案

秘密保持契約
・自社の重要資料を取引先が他社に開示
・秘密保持期間が短いなど、大企業だけに一方的に
有利な条項

・開示範囲を契約の目的に照らして限定する
・契約終了後も一定期間の秘密保持義務を課す

PoC契約
(技術検証)

・追加作業を求められるも、契約書が提示されず、対
価もなし
・PoC後の契約をほのめかされて、無償のPoCを続ける
も、その後の契約なし

・PoCとして実施する作業とその対価を明確化
・共同R&Dに進むことの努力義務を慫慂

共同研究契約
・自社ノウハウによって生まれた発明であっても、その権
利が相手側（大企業）に帰属する
・製品試作に関連する特許を無断で特許出願された

・研究成果の知財はスタートアップ帰属、事業会社
の関心事業領域は期間を限定して独占的ライセンス
・研究の過程で発明を取得した場合の相手方への通
知義務

ライセンス契約
・製造や販売に関して、不利益を被るような独占契
約を結ぶように何度も迫られた
・ライセンスの無償提供を求められた

・期間や地域を限定してライセンスを許諾
・イニシャルフィー、ランニングロイヤリティ等の複数の対
価設定によりリスクを極小化



検討経緯と委員会メンバーの構成

特許庁 10

• 委員７名で令和元年度から検討を開始して、現在までに6回の委員会を開催。
• 中間報告で明らかになった問題事例への対応として新素材をケースとしたモデル契約書を作成。
• 今後は実態調査等を踏まえ、AI開発等をケースとしたモデル契約書等を検討予定。

法律事務所
内田・鮫島法律事務所 代表パートナー

東京大学TLO 取締役

ピクシーダストテクノロジーズ 代表取締役COO

森・濱田松本法律事務所 パートナー

eiicon company 代表／founder

鮫島 正洋

天神 雄策

村上 泰一郎

増島 雅和

中村 亜由子

スタートアップ

属性 所属 氏名

大企業 アステラス製薬 CVC プレジデント 丸山 和徳

アクセンチュア シニア・プリンシパル
アクセンチュアベンチャーズ日本副統括 久池井 淳大企業コンサル

大学/TLO
オープンイノベーション
プラットフォーマー



モデル契約書の想定シーン（秘密保持契約）
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1. 樹脂に添加可能な放熱に関する新素材を開発した大学発スタートアップX社は、樹脂の放熱性能を金属並みに引き上げることに成
功した。当該素材は、特殊な表面処理がなされており、表面処理を調整することで様々な樹脂への添加が可能であることから、多種多
様な製品用途に活用できる技術であり、実際に多様な業種の企業が関心を示している。

2. 今般、自動車部品メーカーY社から声が掛かり、自動車の部材に関する共同研究を前提とした技術情報（当該素材に関する非公開
の物性値、表面処理に関する情報）の開示等を求められた。

3. X社として、Y社との取引で目指していることは以下のとおり。
① 研究領域はY社のマーケットシェアが高いヘッドライトカバーに当該素材を用いることの共同研究としたい。
② X社はY社と共同研究フェーズへ進んで、当該事実を公表して自社の技術力の確かさをPRする材料にしたい。
③ できれば早期に（2か月以内）PoCまたは共同研究に進みたい。

4. X社の現状は次のとおり。
① 専任の法務・知財担当はなく、また知見も乏しい（外部の弁護士、弁理士任せ）。
② コア技術は特許出願済み（当該素材そのものおよび当該素材が添加された樹脂組成物をカバーする特許出願）。ただし、ヘッド

ライトカバー用などの特定の製品を対象とした用途特許の出願はしていない。
③ X社は、当該素材の製造方法、表面処理、一般的な樹脂への好適な添加量等に関するノウハウを所持している。ノウハウは一部

管理できているが、多くはCEOの頭の中にある。

 共同研究の事実をPRしたい
 専任の法務・知財担当はなし
 コア技術のみ特許出願済み

X社
（大学発スタートアップ）

樹脂に織り交ぜ可能な放熱に関する素材
を開発

Y社
（自動車部品メーカー）秘密情報

（自動車の部材に関する共同研究を前提としたノウハウ）

特許庁HPより加工（タームシート）： https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html


モデル契約書タームシート（秘密保持契約）

12特許庁HPより加工（タームシート）： https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html

項目 内容 モデル契約書において対応する条項

当事者
X社（甲）
Y社（乙）

目的
甲が開発した放熱特性を有する新規素材αを自動車用ヘッドライトカ
バーに用いた新製品の開発を行うか否かを甲乙共同で検討するため

前文

秘密情報 無限定（※オプション１を採用と想定） 第1条第1項
義務 秘密保持（複製物含む） 第2条第1項ないし第3項、第4条

公表
相手方の事前承諾なく下記を公表可能
 甲乙間で、甲が開発した放熱特性を有する新規素材αを用いた共

同研究の検討が開始された事実

第2条第6項

禁止 目的外使用、リバース・エンジニアリング 第3条、第5条

次の契約締
結

PoC又は共同研究開発契約の締結に向けて最大限努力。乙は、同契
約を締結するか否かを、本契約締結後2か月を目処に通知

第7条

損害賠償 制限無し 第8条

有効期間
契約期間：1年間
契約期間中に開示された秘密情報：本契約終了後も3年間保護

第10条

準拠法 日本法 第11条
裁判管轄 ●地方裁判所 第11条
その他 秘密情報の返還・廃棄、差止め、協議事項 第6条、第9条、第12条

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html


モデル契約書の想定シーン（PoC契約）
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1. X社が、秘密保持契約を締結後、Y社に対し、当該素材の技術情報（当該素材に関する非公開の物性値、表面処理に関
する情報）に関する資料を開示等するとともに説明を行った。

2. Y社の開発担当者としては、当該素材を用いた製品開発を進めたい意向であったが、今期の予算が限られていること、来期の
開発予算獲得のために社内の説明資料が必要であるとして、まずは技術検証（以下「PoC」という。）を行いたいと伝えてき
た。

3. X社とY社は、協議の結果、当該PoCを以下のとおり進めることを合意した。
① Y社は、X社に対し、ヘッドライトカバーの使用環境に関するデータを開示等する。
② X社は、外部の第三者を用いて、ヘッドライトカバーの材料であるポリカーボネート樹脂に当該素材を添加して成形するこ

とにより試験片（サンプル）を作成し、試験片の性能および耐久性に関する簡易検査（ヘッドライトカバーの使用環境
を模した環境での性能および耐久性試験）を行い、当該検査結果を契約締結から3週間以内にレポートにまとめる。

③ Y社は、X社に対し、上記作業の対価として●円を支払う。
④ Y社は、上記検査結果受領後、2ヶ月以内にX社との共同研究開発に移行するかを決定する。

 今期の予算が限られている
 来期の開発予算獲得のために社
内の説明資料が必要

素材の性能および耐久性に関する簡易検査結果のレポートを提出

共同研究開発へ移行するかの通知

X社
（大学発スタートアップ）

樹脂に織り交ぜ可能な放熱に関する素材
を開発

Y社
（自動車部品メーカー）

ヘッドライトカバーの使用環境に関するデータを開示・委託料の支払い

特許庁HPより加工（タームシート）： https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html
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モデル契約書タームシート（PoC契約）１

特許庁HPより加工（タームシート）： https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html

項目 内容 モデル契約書において対応する条項

当事者
X社（甲）
Y社（乙）

目的
下記対象技術の対象用途への技術導入・適用に関する検証
対象技術：甲の開発した放熱特性を有する新規素材α
対象用途：対象技術を自動車用ヘッドライトカバーに用いた新製品の開
発（甲と乙の共同での開発行為に限定）

第1条

業務委託
乙から甲に下記業務を委託
 「目的」に定める甲の技術導入・適用検証（本検証）実施
 具体的な作業内容は別紙にて記載

第2条第1項別紙、第3条第1項

成果物 報告書（契約締結後３週間以内に提出） 第3条第2項ないし第5項

委託料 ●円（税別） 第4条

支払日 本契約締結後10営業日以内 第4条

甲の義務 善管注意義務、成果・結果の不保証 第5条

乙の義務 協力義務 第7条

次の契約締
結

共同研究開発契約の締結に向けて最大限努力。乙は、同契約を締結す
るか否かを報告書の確認完了日から2か月以内に通知

第6条

秘密保持
従前の秘密保持契約を上書き
 秘密情報：無限定
 公表可能：検証開始の事実
 存続期間：本契約終了後も5年間存続

第8条

知的財産権
検証遂行（含、報告書作成）に伴い生じた知的財産権
 甲に帰属
 乙に対し本目的に必要な範囲で許諾

第9条

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html
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モデル契約書タームシート（PoC契約）２

特許庁HPより加工（タームシート）： https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html

項目 内容 モデル契約書において対応する条項

損害賠償
甲が乙に対して負担する上限：本契約の委託料（除、故意・重過失の
場合）

第10条

有効期間
契約締結日から6ヶ月又は報告書の乙による確認完了日のいずれか早い
日まで

第12条

準拠法 日本法 第14条

裁判管轄 ●地方裁判所 第14条

その他 解除、存続条項、協議、権利義務譲渡禁止 第11条、第13条、第15条、オプション条
項

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html


モデル契約書の想定シーン（共同研究契約）
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1. Y社は、X社から本素材の性能および耐久性に関する検証レポートを受領した後、社内検討を行い、正式にX社との共同研究開発を行うことが決定した。
2. 契約交渉においては、双方の意向として、以下の点が挙げられた。

① X社としては、資金調達の観点からもY社との共同研究開発を開始した時点、および、一定の成果が出た時点で、それぞれ公表したい。
② Y社としては、研究開発の結果生まれた成果物にかかる知的財産権は自社の帰属としたい。
③ 他方、X社としても、(1)上場審査やM&Aに先立つデューデリジェンスにおいてマイナス評価を受けないために、また、(2)自由度を確保して多数の企

業とのアライアンスを実施し市場を拡大して売上を増加させるために、研究開発の結果生まれた成果物にかかる知的財産権は自社の単独帰属とした
い。ただし、その場合であってもＹ社による成果物利用の用途を限定して、当該用途以外の成果物の他社への展開が阻害されない形であれば、当該用
途においては成果物をY社のみが使用できるようにすることはやむを得ないと考えている。

④ 協議の結果、単独発明による成果物にかかる知的財産権は当該発明を行った当事者に単独帰属、共同研究開発の成果物にかかる知的財産権はX
社に単独帰属させた上で、Ｙ社に対して、一定期間・一定の領域において独占権を認める無償の通常実施権を設定することとした。

⑤ 研究開発の進め方としては、次のとおりとする。X社が技術者をY社に派遣し、X社およびY社の技術者が共同でY社の設備を用いて、本素材をポリカーボ
ネート樹脂組成物（量産品を念頭においた組成物）に配合し、ヘッドライトカバーの試作品を作成する。X社の技術者の立会いのもと、Y社は当該試作
品について、性能検査や耐久試験を行う。そして、性能検査や耐久試験の結果をもとに、X社は、当該素材の表面処理を調整し、再度、ポリカーボネー
ト樹脂組成物への配合、試作品の製造、検査を行う。

⑥ 試作品が製品としての目処がついた時点で、Y社は量産化のための原料の調達、量産ラインの準備等の作業を行う。
3. 上記については、両社特段異論はなかったが、最大の争点は研究費の負担や研究成果に対する報酬の有無および支払条件であった。X社としては、共同研究

開発の成果としての知的財産権について一定期間・一定の領域で無償独占的通常実施権を設定するのであれば、Y社が当該共同研究開発にかかる実費や人
件費に加えて、事業化に至る前段階で、研究成果に対する報酬も支払ってもらいたいと主張した。

4. これに対し、Y社としては、最終的に共同研究開発の成果を事業化した場合は何らかの報酬は払うこととするが、事業化に至る前段階の共同研究開発フェーズに
おいては実費および人件費のみの支払いとしたいとの意向を伝えてきた。

5. 協議の結果、実費および人件費については、Y社が負担することとした。一方、研究成果に対する報酬については、研究成果が出てから事業化に至るまでに、Y
社内での協議検討や商流の調整等で相当程度の時間を要する反面、事業化に至った場合にどの程度の収益が上がるか不透明な状況であった。そこで、研究
成果に対する報酬については、事業化に至る前であっても、研究成果が出た時点で頭金として相当価格を支払うこととし、その後についても、商品販売までの
ロードマップを策定し、その過程にメルクマールを設定し、各時点において研究成果への対価を支払うことを取り決めた。

X社が技術者をY社に派遣し、X社及びY社の技術者が共同
でY社の設備を用いて試作品を作成

• 研究費用の支払い
• ヘッドライトカバー用の樹脂を提供
• 試作品の性能検査や耐久試験
• 量産化のための原料の調達、量産ラインの準備等

X社
（大学発スタートアップ）

樹脂に織り交ぜ可能な放熱に関する素材
を開発

Y社
（自動車部品メーカー）

特許庁HPより加工（タームシート）： https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html


モデル契約書タームシート（共同研究契約）１
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項目 内容 モデル契約書において対応する条項

当事者
X社（甲）
Y社（乙）

目的

【研究テーマ】
甲が開発した技術を適用した、窒化アルミニウムを主体とする高熱伝導性
を有するウイスカ―及び当該ウイスカーを配合した樹脂組成物を成形して
なるヘッドライトカバー（本製品）の開発
【研究の目的】
本製品の開発・製品化

第1条

役割分担
甲の担当：技術者の派遣、本素材の表面処理の調整・配合量の検討、
特性評価への立会い
乙の担当：本製品の設計、製作、特性評価

第3条

スケジュール 本契約締結後速やかに決定 第4条

経費負担 乙 第5条

情報開示
以下を互いに開示
 本契約締結日に各自が所有し、本研究に必要なものとして特定した

情報（バックグラウンド情報）
 各自の担当業務から得られた技術的情報

第6条

知的財産権
の帰属

①本研究の過程で各当事者が独自開発した発明（本単独発明）
：当該当事者に帰属
②本研究の過程で生じた発明のうち①以外のもの（本発明）
：甲に帰属
甲に倒産リスクが生じた場合、乙は無償譲渡を請求可

第7条第1項、
第7条第6項

特許庁HPより加工（タームシート）： https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html


モデル契約書タームシート（共同研究契約）２

18特許庁HPより加工（タームシート）： https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html

項目 内容 モデル契約書において対応する条項

バックグラウ
ンド知的財
産権のライ
センス

甲は乙に本研究の開始前から保有する特許権をライセンス
 ライセンスの対象：本製品の設計・製造・販売行為
 ライセンスの種類：非独占的通常実施権
 サブライセンス：不可。但し、［グループ会社名等］に対するサブライ

センスは可
 ライセンス料：本製品の正味販売価格の●％（外税）
 地理的範囲：全世界
 期間：●年

60日前に非更新の通知がない場合、1年間の自動更新

第7条第2項

本発明に係
る知的財産
権のライセ
ンス

甲は乙に本発明に係る知的財産権をライセンス
 ライセンスの対象：本製品の設計・製造・販売
 ライセンスの種類：本契約締結後●年間は独占的通常実施権

（期間満了前でも１年間不実施で非独占的通常実施権に移
行）、その後は非独占的通常実施権

 サブライセンス：不可。但し、［グループ会社名等］に対するサブライ
センスは可

 ライセンス料：無償
 地理的範囲：全世界
 ライセンス期間：●年（独占的通常実施権）、その後は非独占的

通常実施権

第7条第7項

第三者の権
利侵害

ライセンサー（甲）
 非保証
ライセンシー（乙）
 第三者よりクレームがあった場合の通知義務
 本特許権の被侵害の発見時の通知義務

第9条

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html


モデル契約書タームシート（共同研究契約）３

19特許庁HPより加工（タームシート）： https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html

項目 内容 モデル契約書において対応する条項

対価

① 本製品が別紙所定の性能を達成した時： ●円
② 本製品を用いたヘッドライトの試作品の完成時：

甲乙別途協議した額（最低額：●円）
③ 本研究の成果を利用した商品の販売開始時：

甲乙別途協議した額（最低額：●円）

第10条

秘密保持
従前のPoC契約における秘密保持条項を上書き
 秘密情報：無限定
 存続期間：本契約終了後も5年間存続

第11条

公表
本研究開始の事実は別紙に定める内容を相手方の事前承諾なしに公表
可能
本研究の成果を公表可能（公表内容・方法は別途協議）

第12条

競業避止 本製品と同一または類似の製品の開発の禁止 第13条

第三者との
係争

双方協力して解決（費用は有過失の当事者が負担） 第14条

損害賠償 制限無し 第19条

有効期間
契約期間：１年間
60日前に非更新の通知がない場合、1年間の自動更新
合理的理由なき更新拒絶の禁止

第17条

準拠法 日本法 第21条
裁判管轄 ●地方裁判所 第21条

その他 ライセンス料の不返還、権利義務譲渡の禁止、解除（不争義務あり）、
存続条項、通知、協議解決

第8条、第15条、第16条、第18条、第
20条、第22条

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html


モデル契約書の想定シーン（ライセンス契約）
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1. X社とY社の共同研究開発は順調に進み、研究成果として、樹脂に対して本素材を特定量配合してなる透明性樹脂組成物、
その成形体およびそれからなるライトカバーについて、共同研究契約に基づきX社単独名義で特許出願がなされた。

2. 本素材を用いた樹脂により形成されるヘッドライトカバーの量産化の目処もついたことから、X社からY社に対するライセンスの内
容や事業化後の両社の権利関係を協議することとなった。

3. 共同研究開発の結果、Y社においては、当初想定していた製品（ポリカーボネート樹脂組成物からなるヘッドライトカバー。以
下「当初製品」という。）以外の製品（アクリル系樹脂組成物からなるテールランプカバー。以下「応用製品」という。）にも研
究成果を活用できると考えたため、Y社は、X社に対し、応用製品についても研究成果の利用許諾を得たいと考えるに至り、本
ライセンス契約を締結することとした。

4. ライセンスの条件の概要は以下のとおりである。
① バックグラウンド技術のライセンスは、共同研究開発契約において当初製品について定めたものと同様に、非独占的通常

実施権により行うこと。
② 研究成果は汎用性が高く、X社の利用の自由度を確保しておくため、応用製品については、非独占的通常実施権を設

定すること。
③ X社は、本素材の技術力をブランディングするために取得した登録商標「XXX」を、ヘッドライトカバーとテールランプカバー

のPRに使用してもらうことを希望し、Y社もこの点を了承していること。

• 研究成果の応用製品へのライセンス（非独占的通常実施権）
• 登録商標「XXX」の使用

• ライセンス料の支払い（イニシャル+ランニング）

X社
（大学発スタートアップ）

樹脂に織り交ぜ可能な放熱に関する素材
を開発

Y社
（自動車部品メーカー）

特許庁HPより加工（タームシート）： https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html
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項目 内容 モデル契約書において対応する条項

当事者
ライセンサー：X社（甲）
ライセンシー：Y社（乙）

用語
本製品1：ヘッドライトカバー（当初製品）
本製品2：テールランプカバー（応用製品）
本特許権：共同研究成果にかかる特許権
本バックグラウンド特許権：バックグラウンドＩＰにかかる特許

第1条

本製品1のラ
イセンス

共同研究開発契約でライセンス済 第2条第1項・第2項

本製品2のラ
イセンス

甲は乙に対し、本特許権及び本バックグラウンド特許権をライセンス
 ライセンスの対象：本製品２の設計・製造・販売
 ライセンスの種類：非独占的通常実施権
 サブライセンス：不可。但し、［グループ会社名等］に対するサブライセンスは

可
 ライセンス料：有償

① イニシャルフィー：●円
② ランニングロイヤルティ：本契約の期間中に乙の販売するすべての本製品
２の正味販売価格の●％

 地理的範囲：全世界
 ライセンス期間：本契約の期間中または各権利の存続期間のいずれか早い

ほう

第2条第3項、
第4条

商標ライセン
ス

乙は甲の本商標を本製品に付す（努力義務）
甲は、乙に、本商標の非独占的通常使用権を無償で付与

第2条第5項

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html
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項目 内容 モデル契約書において対応する条項

改良技術

ライセンサー（甲）による改良
 通知義務無し、乙が要求した場合は開示義務あり
 乙に非独占的権利を許諾、無償
ライセンシー（乙）による改良
 通知義務あり、開示義務あり
 甲に非独占的権利を許諾、無償
外国出願の取り扱い
 ライセンシー（乙）が特定の国への出願を希望した場合、ライセン

サー（甲）に対し、事前に出願内容を開示

第7条

第三者の
権利侵害

ライセンサー（甲）
 非保証
ライセンシー（乙）
 第三者よりクレームがあった場合の通知義務
 本特許権の被侵害の発見時の通知義務

第9条

秘密保持
従前の共同研究開発契約における秘密保持条項を上書き
 秘密情報：無限定
 存続期間：本契約終了後も5年間存続

第10条

期間
契約期間：●年間
60日前に非更新の通知がない場合、1年間の自動更新

第11条

契約終了後 乙は本製品の在庫を甲への引き渡す又は廃棄する 第13条
損害賠償 制限無し 第14条

準拠法 日本法 第16条

裁判管轄 ●地方裁判所 第16条

その他 監査、ライセンス料の不返還、商標利用時の信用失墜行為の禁止、解
除（不争義務あり）、存続条項、協議解決

第5条、第6条、第8条第3項、第12条、
第15条、第17条

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html
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